
No.20  新型コロナウイルス及びマスクの着用について    （令和 5年 3月受付） 

内容  今回の新型コロナウイルスが政治家等による金儲けの茶番だったという

ことは、お気付きになっていると思います。しかし、3年以上経過した今

でも気付いていない方が多いです。 

 新型コロナワクチンが利権がらみの毒物であることも明らかになってき

ました。マスクも感染予防効果は無く体内への酸素供給量を減らすため、

ガンや血管等に関する病気のリスクを高めると言われています。子ども達

への脳の発達を妨げます。 

 本当の事を伝えて町民の命や健康を守る事を第一に実行して頂きたいで

す。マスク着用の協力は撤廃してください。 

回答 新型コロナウイルスの感染症や予防接種などにつきまして、町は感染症

法や予防接種法に基づき実施しています。また、これらに関する町民の皆

さまへの情報提供は、国から正式に示された内容について行っています。 

マスク着用の考え方も 3月 13日以降は個人の主体的な選択を尊重し、

個人の判断が基本ということで国から示されており、町としてはその考え

方に従って住民に周知してまいります。 

町民の皆さま一人一人が健康に留意していただき、安心して生活できる

よう、今後ともご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 


